
第２５回 経 営 協 議 会 議 事 要 録

日 時 平成２０年１０月２３日（木）１４時１０分～１５時１５分

場 所 事務局第２会議室

出席者 宮田亮平学長、堀江振一郎理事、玉井賢二理事、

六角鬼丈美術学部長、植田克己音楽学部長、

石田義雄委員、佐々木正峰委員、高階秀爾委員、

中村胤夫委員、根本二郎委員、

末永壽男会計課長

監事：竹内雄也監事

欠席者 海老澤 敏委員、中島尚正監事

議題
１．平成２１年度予算編成方針（案）について

議長から標記のことについて提案があり、会計課長から資料に基づき説明の後、審議の
結果、原案どおり承認された。

２．東京芸術大学演奏芸術センター演奏会規則の一部を改正する規則（案）の制定について
議長から標記のことについて提案があり、音楽学部事務長から資料に基づき説明の後、

審議の結果、原案どおり承認された。
（主な意見）
・営利事業としての一般の演奏会と教育・研究の成果として行う芸大の演奏会とは性格が
異なるので、入場料を値上げする理由を明確にしておく必要がある。
・目的積立金（予算余剰金）制度により、中期計画最終年度に未使用分は法人の財源とし
て充当するのであれば値上げは慎重に行うべきではないのか。

３．その他
特になし

報告及び連絡事項
１．国立大学法人東京芸術大学の平成１９年度に係る業務の実績に関する評価結果について

総務課長から、資料に基づき報告があった。

２．平成２１年度概算要求に係る重点事項の概要について
会計課長から、資料に基づき報告があった。

３．平成１９事業年度財務諸表の承認について
会計課長から、資料に基づき報告があった。



４．平成２０年度寄附金受入状況（４月～６月入金分）について
５．平成２０年度寄附金受入状況（７月～９月入金分）について

会計課長から、４、５併せて資料に基づき報告があった。

６．その他
（主な意見）
・国立大学が法人化され、人件費等運営費交付金の削減等による大学の研究・教育機能の
低下が懸念される。

○堀江理事から、交通機関等を利用する職員の通勤手当の認定方法に関し、新聞等で報道
されたとおり会計検査院から指摘があったこと、及び、平成２１年４月から給与規則等を
改正し通勤手当の認定方法を変更（６ヶ月定期で算定）し対処する旨の報告があった。


